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改      正  現      行  

防 炎 ラ ベ ル 等 取 扱 い 及 び 品 質 管 理 に 関 す る 規 程   
制   定  平 成 1 3 年 1 月 １ 日  

                    
 
（ 目 的 ）  
第 １ 条  こ の 規 程 は 、「 防 炎 性 能 確 認 業 務 規 程 」（ 平 成 1 3 年 1 月 1 日 制 定 。  

以 下 「 確 認 業 務 規 程 」 と い う 。） 第 1 1 条 の 規 定 に 基 づ く 防 炎 ラ ベ ル 及  

び 防 炎 薬 剤 ラ ベ ル （ 以 下 「 防 炎 ラ ベ ル 等 」 と い う 。） の 交 付 及 び 表 示

並 び に カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル の 支 給 、 添 付 及 び 縫 付 け 、 同 第 1 3 条 及

び 第 1 4 条 の 規 定 に 基 づ く 抜 取 ・ 試 買 及 び 調 査 並 び に 同 第 1 5 条 の 規 定

に 基 づ く 調 査 結 果 に 応 じ た 措 置 の 実 施 等 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め

る こ と を 目 的 と す る 。   

 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 様 式 ）  
第 ２ 条  防 炎 ラ ベ ル                   等 及 び 第 ４

条 第 ２ 項 の カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル の 様 式 は 、 別 に 定 め る 「 防 炎 ラ ベ ル

等 の 様 式 に 関 す る 要 領 」 に よ る も の と す る 。                                
 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 申 請 ）  
第 ３ 条  消 防 法 施 行 規 則 （ 昭 和 3 6 年 自 治 省 令 第 6 号 。 以 下 「 規 則 」 と い   

う 。） 第 ４ 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下 「 登 録 表 示 者 」 
と い う 。）が 防 炎 ラ ベ ル の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、別 記 様 式 第 1  
の 防 炎 ラ ベ ル 交 付 申 請 書 に よ り 、公 益 財 団 法 人 日 本 防 炎 協 会（ 以 下「 協  
会 」 と い う 。） に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 理 事 長 が 認 め る  
団 体 の 構 成 員 で あ る 登 録 表 示 者 が 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 理 事 長 が  
認 め る 様 式 の 申 請 書 を 用 い る こ と が で き る も の と す る 。  

２  試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し て い る 防 炎 薬 剤 メ ー カ ー が 防 炎 薬 剤 ラ ベ

ル の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 別 記 様 式 第 ２ の 防 炎 薬 剤 ラ ベ ル 交

付 申 請 書 に よ り 協 会 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  
３  前 ２ 項 に 規 定 す る 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 申 請 書 は 、 原 則 と し て 登 録 表

示 者 又 は 防 炎 薬 剤 メ ー カ ー （ 以 下 「 登 録 表 示 者 等 」 と い う 。） の 所 在

地 を 担 当 す る 協 会 の 本 部 又 は 地 区 事 務 所 に 提 出 す る も の と す る 。  

４  協 会 の 本 部 又 は 地 区 事 務 所 の 所 在 地 及 び 担 当 区 域 は 、 確 認 業 務 規 程

別 表 第 ２ の と お り と す る 。  

 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 ）  
第 ４ 条  協 会 は 、 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 申 請 を 受 け た と き は 、 防 炎 ラ ベ ル

に あ っ て は 、 当 該 申 請 者 が 登 録 表 示 者 で あ っ て 、 協 会 に 登 録 さ れ た 防

炎 物 品 に 係 る 申 請 で あ る こ と を 確 認 し た 後 に 防 炎 ラ ベ ル を 交 付 す る

も の と す る 。 ま た 、 工 事 用 シ ー ト に 係 る 防 炎 ラ ベ ル の う ち 溶 着 に よ る

も の の 申 請 に あ っ て は 、 当 該 申 請 者 で あ る 登 録 表 示 者 が 適 正 な 溶 着 技

術 を 有 す る こ と を 別 に 定 め る 方 法 に よ り 確 認 し た 後 に 、 防 炎 薬 剤 ラ ベ

ル の 申 請 に あ っ て は 、 当 該 申 請 者 で あ る 防 炎 薬 剤 メ ー カ ー が 性 能 表 示

を 付 そ う と す る 防 炎 薬 剤 の 試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し て い る こ と を 確

認 し た 後 に 、 ポ リ エ ス テ ル 二 次 加 工 に 係 る 防 炎 二 次 加 工 識 別 番 号 の 登

録 を 受 け た 防 炎 処 理 業 者 か ら の 防 炎 ラ ベ ル の 申 請 に あ っ て は 、 防 炎 二

次 加 工 識 別 番 号 を 確 認 し た 後 に 、 そ れ ぞ れ 防 炎 ラ ベ ル 等 を 交 付 す る も

の と す る 。  
 

防 炎 ラ ベ ル 等 取 扱 い 及 び 品 質 管 理 に 関 す る 規 程   
制   定  平 成 1 3 年 1 月 1 日  

                                 
 
( 目 的 )  
第 １ 条  こ の 規 程 は 、「 防 炎 性 能 確 認 業 務 規 程 」（ 平 成 1 3 年 1 月 1 日 制 定 。 

以 下 「 確 認 業 務 規 程 」 と い う 。） 第 1 1 条 の 規 定 に 基 づ く 防 炎 ラ ベ ル 及  

び 防 炎 薬 剤 ラ ベ ル                 の 交 付         

                        、 同 第 1 3 条 及  

び 第 1 4 条 の 規 定 に 基 づ く 抜 取 ・ 試 買 及 び 調 査 並 び に 同 第 1 5 条 の 規 定  

に 基 づ く 調 査 結 果 に 応 じ た 措 置 の 実 施 等 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め  

る こ と を 目 的 と す る 。  

 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 様 式 ）  
第 ２  防 炎 ラ ベ ル 及 び 防 炎 薬 剤 ラ ベ ル （ 以 下 「 防 炎 ラ ベ ル 等 」 と い う 。）   

               の 様 式 は 、 別 に 定 め る 「 防 炎 ラ ベ ル

等 の 様 式 に 関 す る 要 領 」 に よ る も の と す る 。                                
 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 申 請 ）  
第 ３ 条  消 防 法 施 行 規 則 （ 昭 和 3 6 年 自 治 省 令 第 6 号 。 以 下 「 規 則 」 と い

う 。） 第 ４ 条 の ４ 第 １ 項 第 １ 号 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下 「 登 録 表 示 者 」

と い う 。）が 防 炎 ラ ベ ル の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、別 記 様 式 第 1
の 防 炎 ラ ベ ル 交 付 申 請 書 に よ り 、公 益 財 団 法 人 日 本 防 炎 協 会（ 以 下「 協

会 」 と い う 。） に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 理 事 長 が 認 め る

団 体 の 構 成 員 で あ る 登 録 表 示 者 が 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 理 事 長 が

認 め る 様 式 の 申 請 書 を 用 い る こ と が で き る も の と す る 。  
２  試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し て い る 防 炎 薬 剤 メ ー カ ー が 防 炎 薬 剤 ラ ベ

ル の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 別 記 様 式 第 ２ の 防 炎 薬 剤 ラ ベ ル 交

付 申 請 書 に よ り 協 会 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 ２ 項 に 規 定 す る 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 申 請 書 は 、 原 則 と し て 登 録 表

示 者 又 は 防 炎 薬 剤 メ ー カ ー （ 以 下 「 登 録 表 示 者 等 」 と い う 。） の 所 在

地 を 担 当 す る 協 会 の 本 部 又 は 地 区 事 務 所 に 提 出 す る も の と す る 。  

４  協 会 の 本 部 又 は 地 区 事 務 所 の 所 在 地 及 び 担 当 区 域 は 、 確 認 業 務 規 程

別 表 第 ２ の と お り と す る 。  

 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 ）  
第 ４ 条  協 会 は 、 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 申 請 を 受 け た と き は 、 防 炎 ラ ベ ル

に あ っ て は 、 当 該 申 請 者 が 登 録 表 示 者 で あ っ て 、 協 会 に 登 録 さ れ た 防

炎 物 品 に 係 る 申 請 で あ る こ と を 確 認 し た 後 に 防 炎 ラ ベ ル を 交 付 す る

も の と す る 。 ま た 、 工 事 用 シ ー ト に 係 る 防 炎 ラ ベ ル の う ち 溶 着 に よ る

も の の 申 請 に あ っ て は 、 当 該 申 請 者 で あ る 登 録 表 示 者 が 適 正 な 溶 着 技

術 を 有 す る こ と を 別 に 定 め る 方 法 に よ り 確 認 し た 後 に 、 防 炎 薬 剤 ラ ベ

ル の 申 請 に あ っ て は 、 当 該 申 請 者 で あ る 防 炎 薬 剤 メ ー カ ー が 性 能 表 示

を 付 そ う と す る 防 炎 薬 剤 の 試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し て い る こ と を 確

認 し た 後 に 、 ポ リ エ ス テ ル 二 次 加 工 に 係 る 防 炎 二 次 加 工 識 別 番 号 の 登

録 を 受 け た 防 炎 処 理 業 者 か ら の 防 炎 ラ ベ ル の 申 請 に あ っ て は 、 防 炎 二

次 加 工 識 別 番 号 を 確 認 し た 後 に 、 そ れ ぞ れ 防 炎 ラ ベ ル 等 を 交 付 す る も

の と す る 。  
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２  協 会 は カ ー テ ン に つ い て の （ イ ）（ ロ ）（ ハ ） の 各 防 炎 ラ ベ ル （「 防  
炎 ラ ベ ル 等 の 様 式 に 関 す る 要 領 」に 定 め る 防 炎 ラ ベ ル の 様 式（ イ ）（ ロ ） 
（ ハ ） で あ る も の 。 以 下 同 じ 。） を 交 付 す る と き は 、 必 要 に 応 じ カ ー  
テ ン 用 補 助 ラ ベ ル を 支 給 す る も の と す る 。 こ の 場 合 、 材 料 ラ ベ ル に あ  
っ て は 防 炎 ラ ベ ル １ 枚 に つ き 複 数 枚 の カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル の 支 給

が で き る も の と す る 。  
 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 管 理 及 び 使 用 ）  
第 ５ 条  防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 を 受 け た 者 は 適 正 な 管 理 の も と 防 炎 ラ ベ ル

等 に よ る 表 示 を 付 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 カ ー テ ン に つ

い て の （ イ ）（ ロ ）（ ハ ） の 各 防 炎 ラ ベ ル に よ る 表 示 に は 、 当 該 表 示 に

併 せ て 、 カ ー テ ン 材 料 に つ い て は カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル を 添 付 、 カ ー

テ ン 物 品 に つ い て は カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル を 縫 付 け す る も の と す る 。  
２  防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 防 炎 ラ ベ ル 等 に つ い て の 管 理 責

任 者 を 定 め 、 防 炎 ラ ベ ル 等 の 受 払 い 及 び 当 該 防 炎 物 品 又 は 防 炎 薬 剤 の

試 験 番 号 が 協 会 に 登 録 し た も の で あ る か ど う か の 確 認 な ど 管 理 に 必

要 な 業 務 を 行 わ せ 、 そ の 状 況 を 別 記 様 式 第 ３ の 防 炎 ラ ベ ル 等 受 払 記 録

簿 に 記 録 さ せ る と と も に 、 毎 月 の 使 用 状 況 を 別 記 様 式 第 ４ の 防 炎 ラ ベ

ル 等 使 用 報 告 書 に よ り 、 翌 月 7 日 ま で に 登 録 表 示 者 等 の 所 在 地 を 担 当

す る 協 会 の 本 部 又 は 地 区 事 務 所 に 報 告 す る も の と す る 。  
３  カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル の 支 給 を 受 け た 者 は 、 前 項 の 管 理 責 任 者 に 防

炎 物 品 の 製 造 、処 理 、輸 入 に 係 る 試 験 番 号 及 び ロ ッ ト 表 示（ 当 該 製 造 、

処 理 、 輸 入 に 係 る 一 連 の 工 程 を 示 す も の ） と カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル の

番 号 と の 突 合 せ 記 録 等 管 理 に 必 要 な 業 務 を 行 わ せ な け れ ば な ら な い 。  
４  協 会 は 、 登 録 表 示 者 等 の 防 炎 ラ ベ ル 等 の 管 理 状 況 に つ い て 関 係 者 の  

承 諾 を 得 て 調 査 す る こ と が で き る 。  
５  協 会 は 、 登 録 表 示 者 の カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル の 管 理 状 況 に つ い て 関

係 者 の 承 諾 を 得 て 調 査 す る こ と が で き る 。  
 
（ 防 炎 物 品 及 び 防 炎 薬 剤 の 品 質 管 理 ）  
第 ６ 条  登 録 表 示 者 で あ る 製 造 業 者 、 防 炎 処 理 業 者 、 輸 入 販 売 業 者 及 び

防 炎 薬 剤 メ ー カ ー は 、 試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し た 防 炎 物 品 又 は 防 炎 薬

剤 を 製 造 、 防 炎 処 理 又 は 輸 入 し た と き は 、 そ の 品 種 ご と に 防 炎 物 品 に

あ っ て は 当 該 防 炎 物 品 の 確 認 申 請 の 際 に 提 出 し た 防 炎 物 品 の 品 質 管

理 方 法 説 明 書 に 従 っ た 頻 度 に よ り 規 則 第 4 条 の 3 に 規 定 す る 防 炎 性 能

試 験 （ 以 下 ｢ 試 験 ｣ と い う 。） を 実 施 し 、 防 炎 薬 剤 に あ っ て は 当 該 防 炎

薬 剤 メ ー カ ー が 規 定 し た 方 法 及 び 頻 度 に よ る 防 炎 薬 剤 分 析 に 基 づ く

合 否 判 定 を 実 施 し 、 そ れ ぞ れ の 結 果 を 記 録 し て お く と と も に 、 試 験 状

況 を 品 種 ご と に 別 記 様 式 第 5 か ら 第 8 ま で の い ず れ か の 防 炎 性 能 試 験

結 果 報 告 書 に よ り 、 試 験 実 施 の 翌 月 7 日 ま で に 前 条 第 1 項 に 定 め る 防

炎 ラ ベ ル 等 使 用 報 告 書 に 添 え て 協 会 に 報 告 す る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 防 炎 処 理 業 者 が 防 炎 対 象 物 品 等 を 防 炎 処 理 す る 場 合 に あ っ

て は 、 そ の 都 度 同 一 材 料 の 試 験 片 を 用 い て 試 験 を 実 施 す る も の と す

る 。  
２  協 会 は 、 前 項 の 試 験 の 実 施 状 況 （ 防 炎 対 象 物 品 等 を 防 炎 処 理 す る 防

炎 処 理 業 者 に あ っ て は 、 設 備 の 状 況 、 防 炎 処 理 の 方 法 そ の 他 品 質 管 理

の た め に 必 要 な 事 項 を 含 む 。） 等 の 品 質 管 理 の 状 況 に つ い て 定 期 に 又

は 必 要 に 応 じ 随 時 に 調 査 す る と と も に 、 協 会 が 別 に 定 め る 要 領 に 基 づ

き 収 集 し た 試 料 の 試 験 を 行 う も の と す る 。  
３  協 会 は 、 試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し た 防 炎 物 品 及 び 防 炎 薬 剤 の 品 質 管

理 の 状 況 に つ い て 、 関 係 者 の 承 諾 を 得 て 調 査 す る こ と が で き る 。  

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            
      
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 管 理     ）  
第 ５ 条                                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
  防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 防 炎 ラ ベ ル 等 に つ い て の 管 理 責

任 者 を 定 め 、 防 炎 ラ ベ ル 等 の 受 払 い 及 び 当 該 防 炎 物 品 又 は 防 炎 薬 剤 の

試 験 番 号 が 協 会 に 登 録 し た も の で あ る か ど う か の 確 認 な ど 管 理 に 必

要 な 業 務 を 行 わ せ 、 そ の 状 況 を 別 記 様 式 第 ３ の 防 炎 ラ ベ ル 等 受 払 記 録

簿 に 記 録 さ せ る と と も に 、 毎 月 の 使 用 状 況 を 別 記 様 式 第 ４ の 防 炎 ラ ベ

ル 等 使 用 報 告 書 に よ り 、 翌 月 7 日 ま で に 登 録 表 示 者 等 の 所 在 地 を 担 当

す る 協 会 の 本 部 又 は 地 区 事 務 所 に 報 告 す る も の と す る 。  
                                 
                                 
                                 
                                 
２  協 会 は 、 登 録 表 示 者 等 の 防 炎 ラ ベ ル 等 の 管 理 状 況 に つ い て 関 係 者 の

承 諾 を 得 て 調 査 す る こ と が で き る 。  
                                 
                     
   
（ 防 炎 物 品 及 び 防 炎 薬 剤 の 品 質 管 理 ）  
第 ６ 条  登 録 表 示 者 で あ る 製 造 業 者 、 防 炎 処 理 業 者 、 輸 入 販 売 業 者 及 び

防 炎 薬 剤 メ ー カ ー は 、 試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し た 防 炎 物 品 又 は 防 炎 薬

剤 を 製 造 、 防 炎 処 理 又 は 輸 入 し た と き は 、 そ の 品 種 ご と に 防 炎 物 品 に

あ っ て は 当 該 防 炎 物 品 の 確 認 申 請 の 際 に 提 出 し た 防 炎 物 品 の 品 質 管

理 方 法 説 明 書 に 従 っ た 頻 度 に よ り 規 則 第 4 条 の 3 に 規 定 す る 防 炎 性 能

試 験 （ 以 下 ｢ 試 験 ｣ と い う 。） を 実 施 し 、 防 炎 薬 剤 に あ っ て は 当 該 防 炎

薬 剤 メ ー カ ー が 規 定 し た 方 法 及 び 頻 度 に よ る 防 炎 薬 剤 分 析 に 基 づ く

合 否 判 定 を 実 施 し 、 そ れ ぞ れ の 結 果 を 記 録 し て お く と と も に 、 試 験 状

況 を 品 種 ご と に 別 記 様 式 第 5 か ら 第 8 ま で の い ず れ か の 防 炎 性 能 試 験

結 果 報 告 書 に よ り 、 試 験 実 施 の 翌 月 7 日 ま で に 前 条 第 1 項 に 定 め る 防

炎 ラ ベ ル 等 使 用 報 告 書 に 添 え て 協 会 に 報 告 す る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 防 炎 処 理 業 者 が 防 炎 対 象 物 品 等 を 防 炎 処 理 す る 場 合 に あ っ

て は 、 そ の 都 度 同 一 材 料 の 試 験 片 を 用 い て 試 験 を 実 施 す る も の と す

る 。  
２  協 会 は 、 前 項 の 試 験 の 実 施 状 況 （ 防 炎 対 象 物 品 等 を 防 炎 処 理 す る 防

炎 処 理 業 者 に あ っ て は 、 設 備 の 状 況 、 防 炎 処 理 の 方 法 そ の 他 品 質 管 理

の た め に 必 要 な 事 項 を 含 む 。） 等 の 品 質 管 理 の 状 況 に つ い て 定 期 に 又

は 必 要 に 応 じ 随 時 に 調 査 す る と と も に 、 協 会 が 別 に 定 め る 要 領 に 基 づ

き 収 集 し た 試 料 の 試 験 を 行 う も の と す る 。  
３  協 会 は 、 試 験 番 号 を 協 会 に 登 録 し た 防 炎 物 品 及 び 防 炎 薬 剤 の 品 質 管

理 の 状 況 に つ い て 、 関 係 者 の 承 諾 を 得 て 調 査 す る こ と が で き る 。  
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（ 抜 取 ・ 試 買 調 査 ）  
第 ７ 条  協 会 は 、 防 炎 物 品 に つ い て 、 協 会 が 別 に 定 め る 要 領 に 基 づ き 試

料 を 収 集 し 、 試 験 を 行 い 、 品 質 管 理 の 状 況 等 を 調 査 す る も の と す る 。  
２  協 会 は 前 項 に よ り 収 集 し た 試 料 に つ い て カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ ル の

縫 付 け 状 況 に つ い て 調 査 す る も の と す る 。  
 
（ 調 査 等 の 結 果 に 対 す る 措 置 ）  
第 ８ 条  第 ５ 条 第 ４ 項 、 第 ６ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 並 び に 前 条 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く 調 査 の 結 果 、 必 要 な 管 理 が 適 正 に 行 わ れ て い な い と 認 め ら

れ る 場 合 に あ っ て は 、 関 係 す る 登 録 表 示 者 等 に 対 し 是 正 等 の 指 示 を 行

う と と も に 、 協 会 が 別 に 定 め る 「 防 炎 物 品 に 係 る 不 適 合 等 に 対 す る 措

置 に 関 す る 規 程 」 に よ り 、 確 認 の 取 消 し 、 試 験 番 号 の 抹 消 、 防 炎 ラ ベ

ル 等 の 交 付 停 止 等 の 措 置 を 行 う も の と す る 。  
２  協 会 は 、 第 ５ 条 第 ５ 項 及 び 前 条 第 ２ 項 の 調 査 の 結 果 、 カ ー テ ン 用 補

助 ラ ベ ル の 管 理 、 添 付 及 び 縫 付 け 等 が 適 正 に 行 わ れ て い な い と 認 め ら

れ る 場 合 に あ っ て は 、 関 係 す る 登 録 表 示 者 に 対 し カ ー テ ン 用 補 助 ラ ベ

ル の 適 正 な 管 理 、 添 付 及 び 縫 付 け 等 の 是 正 等 の 措 置 に つ い て 期 限 を 限

っ て 講 ず る よ う 指 示 を 行 う 。  
３  協 会 は 、 前 項 の 是 正 等 の 措 置 が 期 限 を 過 ぎ て も 講 じ ら れ な い 場 合 に

は 、 講 じ た と 認 め ら れ る ま で の 間 、 当 該 登 録 表 示 者 に 対 し て 防 炎 ラ ベ

ル の 交 付 を 行 わ な い も の と す る 。  
 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 手 数 料 ）  
第 9 条  防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 手 数 料 は 、 協 会 が 別 に 定 め る 「 防 炎 物 品 に

係 る 確 認 業 務 及 び 防 炎 ラ ベ ル 交 付 等 に 関 す る 手 数 料 規 程 」 に よ る も の

と す る 。  
 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 3 年 １ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 6 年 ９ 月 2 2 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 7 年 ９ 月 2 2 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 9 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 2 2 年 9 月 1 5 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 際 、 協 会 が 一 括 交 付 団 体 と し て 認 め た 団 体 に 属 し

て い た 登 録 表 示 者 に あ っ て は 、 改 正 後 の 規 程 第 3 条 第 1 項 及 び 第 5 条

第 1 項 の 規 定 に つ い て は 、 平 成 2 3 年 3 月 3 1 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 2 4 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 2 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 ５ 条 第 １ 項 後 段 の 規 程 は 、 平 成 2 7 年 4 月 1 日 以 降 に 製 造 、 処 理 、 輸   
 入 さ れ た カ ー テ ン に つ い て 適 用 す る も の と す る 。  

 

 
（ 抜 取 ・ 試 買 調 査 ）  
第 ７ 条  協 会 は 、 防 炎 物 品 に つ い て 、 協 会 が 別 に 定 め る 要 領 に 基 づ き 試

料 を 収 集 し 、 試 験 を 行 い 、 品 質 管 理 の 状 況 等 を 調 査 す る も の と す る 。  
                                 
                    
                           
（ 調 査 等 の 結 果 に 対 す る 措 置 ）  
第 ８ 条  第 ５ 条 第 ２ 項 、 第 ６ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 並 び に 前 条    の 規

定 に 基 づ く 調 査 の 結 果 、 必 要 な 管 理 が 適 正 に 行 わ れ て い な い と 認 め ら

れ る 場 合 に あ っ て は 、 関 係 す る 登 録 表 示 者 等 に 対 し 是 正 等 の 指 示 を 行

う と と も に 、 協 会 が 別 に 定 め る 「 防 炎 物 品 に 係 る 不 適 合 等 に 対 す る 措

置 に 関 す る 規 程 」 に よ り 、 確 認 の 取 消 し 、 試 験 番 号 の 抹 消 、 防 炎 ラ ベ

ル 等 の 交 付 停 止 等 の 措 置 を 行 う も の と す る 。  
                                 
                                  
                                 
                                 
                
                                 
                                 
                  
 
（ 防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 手 数 料 ）  
第 9 条  防 炎 ラ ベ ル 等 の 交 付 手 数 料 は 、 協 会 が 別 に 定 め る 「 防 炎 物 品 に

係 る 確 認 業 務 及 び 防 炎 ラ ベ ル 交 付 等 に 関 す る 手 数 料 規 程 」 に よ る も の

と す る 。  
 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 3 年 １ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 6 年 ９ 月 2 2 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 7 年 ９ 月 2 2 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 9 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 2 2 年 9 月 1 5 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 際 、 協 会 が 一 括 交 付 団 体 と し て 認 め た 団 体 に 属 し

て い た 登 録 表 示 者 に あ っ て は 、 改 正 後 の 規 程 第 3 条 第 1 項 及 び 第 5 条

第 1 項 の 規 定 に つ い て は 、 平 成 2 3 年 3 月 3 1 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 2 4 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

      


